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１ 台帳管理業務 
１．１ 項目設定時の留意事項 
  以下に入力情報の項目設定時に特に注意が必要な項目について記載する。 

 

１．１．１ 都道府県インタフェース共通留意事項 
 （１） 同一異動連絡票情報内のデータの順序については特に定めない。（事業所番号順等に整

列されていなくとも良い） 
 

 （２） 国保連合会に提出されていない情報（※１）について、「英数」属性の項目に半角の空

白が設定されている場合は、以下のルールにより格納される。「漢字」属性の項目に全角

の空白が設定されている場合も同様となる。 
 

  例 
システム格納前（入力情報） システム格納後 

“△” “” 

“△△△△△△△△△△△△△△△” “” 

“ＡＢＣＤ１２３△△△△△△△△” “ＡＢＣＤ１２３△△△△△△△△” 

“△△△△△△△△ＡＢＣＤ１２３” “ＡＢＣＤ１２３” 

“ＡＢＣＤ△△△△△△△△１２３” “ＡＢＣＤ△△△△△△△△１２３” 

   注）表中の“△”は空白１文字を表す 

 
 （３） 国保連合会に提出されていない情報（※１）について、「数字」属性の項目に半角の“０”

が設定されている場合は、単位数、日数を意味する項目を除き、以下のルールにより格納

される。 
 

     例 
システム格納前（入力情報） システム格納後 

“０” “” 

“０００００００００００００００” “” 

“１２３４５６７００００００００” “１２３４５６７００００００００” 

“００００００００１２３４５６７” “００００００００１２３４５６７” 

“１２３４００００００００５６７” “１２３４００００００００５６７” 

 
※１ 異動連絡票情報における異動区分１：新規の情報 
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 （４） 「異動区分コード」が「２：変更」の異動連絡票情報で、既に国保連合会に提出してい

る情報（※２）について、設定を初期化する項目の先頭１桁に半角の“＊”を入力するこ

とにより、項目毎に設定を初期化することができる。（但し、事業所番号等、キーとなる

項目は除く） 
 

     例 
既に提出している情報 変更の異動連絡票情報 システム格納後 

１２３４５６７８９０ １２３４５６７８９０ １２３４５６７８９０ 
２００００４０１ ２００００５０１ ２００００５０１ 
“ﾎｳﾓﾝｶｲｺﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ” “ﾎｳﾓﾝｶﾝｺﾞﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ” “ﾎｳﾓﾝｶﾝｺﾞﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ” 
“訪問介護事業所“ “訪問看護事業所“ “訪問看護事業所“ 
“123（456）7890” ＊  

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 
・ 

 
※２ 異動連絡票情報における異動区分２：変更、３：終了の情報及び、訂正連絡票情報 
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１．１．２ 事業所異動連絡票情報（基本情報） 

 （１） 項番３「異動区分コード」は事業所の開設時等、新規に届けられた場合のみ“１：新規”

とする。既に届けられた内容について国保連合会とのインタフェースに関わる項目につい

て変更があった場合には“２：変更”とする。事業の廃止等、提供するサービスの全てに

ついて廃止する場合には“３：終了”とする。 

 
 （２） 項番６「事業所所在地市町村番号」はサービスを実施する事業所が複数の所在地に分か

れる場合、主たる事業所の所在する市町村の番号を設定する。 

 
 （３） 項番１２「申請（開設）者電話番号」及び項番１３「申請（開設）者ＦＡＸ番号」は１

～１２桁以内の全角文字以外で設定する。編集形式は問わない（”-“、”/”、”(“、”)”等の編集
可能） 

 

 

１．１．３ 事業所異動連絡票情報（サービス情報） 

 （１） 項番２「異動年月日」は基本情報の新規の異動年月日以降の日を設定する。 

「新規基本情報の異動年月日 ≦ 当該サービス情報の異動年月日」となること。 

 
 （２） 項番３「異動区分コード」は事業所の開設時や新たにサービス及び指定番号が追加され

た場合のみ“１：新規”とする。既に届けられた内容について国保連合会とのインタフェ

ースに関わる項目について変更があった場合には「２：変更」とする。当該サービスの提

供を廃止及び指定番号を廃止する場合は「３：終了」とする。 
 
 （３） 項番１６「事業所電話番号」及び項番１７「事業所ＦＡＸ番号」は１～１２桁以内の全

角文字以外で設定する。編集形式は問わない（”-“、”/”、”(“、”)”等の編集可能） 
 

 （４） 項番２２「事業廃止年月日」は項番３「異動区分コード」が「３：終了」の場合のみ設

定する。「３：終了」以外で設定した場合は当該項目のエラーとなる。
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 （５） 項番２６「特別地域加算の有無」～項番２４２「室料相当額控除」の体制等状況項目に

ついては、項番１８「サービス種類コード」と項番２４「施設等の区分コード」、項番２

５「人員配置区分コード」の組合せにより設定する体制等状況項目が決定する。インタフ

ェース仕様書の「サービス種類コードと体制等状況の関係」でサービス種類と施設等の区

分に対応した○印の体制等状況項目は項番３「異動区分コード」が「１：新規」の場合は

必須項目となる。 
 

 （６） 項番４８「医師の欠員による減算の状況の有無」～項番５４「介護従業者の欠員による

減算の状況の有無」及び項番７６「言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無」は該当す

る全ての欠員状況を設定する。 

 （７） 項番５９「生活保護法による指定の有無」は当該事業所が生活保護法または中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による介護機関の指

定を受けている場合は、指定を受けているサービス毎に設定する。 
 

 （８） 項番６０「地域区分コード」は当該事業所が所在する地域の地域区分コードを設定する。

地域区分が異なる所在地で一部サービスを実施する場合は、該当サービス事業所の所在す

る地域区分コードを設定する。 
 

 （９） 項番６１「登録保険者番号」は当該事業所を登録（地域密着型事業所、介護予防・日常

生活支援総合事業（経過措置）事業所、又は、介護予防・日常生活支援総合事業事業所に

ついては指定）した保険者のコードを設定する。 
 
 （１０） 項番６１「登録保険者番号」は項番３「異動区分コード」が“２：変更”または“３：

終了”の場合においても、当該基準該当等事業所（地域密着型事業所、介護予防・日常生

活支援総合事業（経過措置）事業所、又は、介護予防・日常生活支援総合事業事業所）に

かかわる登録保険者を特定する為に設定する必要がある。 

 
 （１１） （削除） 
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 （１２） 基準該当事業所の情報は、同じサービス種類であっても登録されている市町村数分の

情報を作成する必要がある。 
※ 複数の保険者に登録されている基準該当事業所情報の作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 （１３） 複数サービスの指定を受けている事業所の一部のサービスを廃止する場合は、廃止す

るサービス情報のみ「終了」として異動情報を作成する。 

全てのサービスを廃止する場合は基本情報と全てのサービス情報について「終了」の異動

情報を作成する。 

 
 （１４） 複数の保険者に登録されている基準該当事業所の場合は、同一の訪問介護員数等を全

ての市町村分の情報に対して設定する。 
 

 （１５） 項番１００「指定有効開始年月日」を設定する場合は、項番１０１「指定有効終了年

月日」も設定する。 

 
 （１６） 項番８４「事業所評価加算（申出）の有無」は、事業評価加算算定の申出を行う場合

に設定する。項番８５「事業所評価加算（決定）の有無」は、平成１９年４月以降、都道

府県より事業評価加算算定可の通知があった場合に設定する。 

 
 （１７） 「サービス種類コード」が“３２（認知症対応型共同生活介護）”で、異動年月日が

平成１８年３月３１日以前は指定事業所（登録保険者番号が未設定）であった事業所につ

いて、異動年月日が平成１８年４月１日以降、地域密着型事業所の指定を受けた場合、サ

ービス情報の異動区分は「１：新規」として、地域密着型の指定を行った保険者番号を項

番６１「登録保険者番号」に設定する。 

 

 （１８） 「サービス種類コード」が“３２（認知症対応型共同生活介護）”で、異動年月日が

平成１８年３月３１日以前は指定事業所（登録保険者番号が未設定）であった事業所につ

いて、異動年月日が平成１８年４月１日以降、地域密着型事業所の指定を受けた場合、指

定事業所としてのレコードに対する変更、終了の異動情報を登録する場合は、異動年月日

を平成１８年３月３１日以前、登録保険者番号を未設定とする。 

Ａ事業所 2000/04/01 基準該当事業所 ・・ 

 
Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ａ保険者 2000/04/10 ・・ 

 

基本情報 

ｻｰﾋﾞｽ情報 

Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ｂ保険者 2000/04/12 ・・ 

 
Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ｃ保険者 2000/04/20 ・・ 

 

ｻｰﾋﾞｽ情報 

ｻｰﾋﾞｽ情報 
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１．１．４ 都道府県から国保連合会への各種台帳交換情報の作成方法 

国保連合会へ提供する情報は、異動が発生した情報についてのみ作成する。 

作成する情報のデータ項目については、交換する媒体を問わず、項目の全てを満たした情報

または変更のあった項目のみを記入した情報の何れの作成方法でも良いものとする。但し、変

更のあった項目のみを記入した情報についてはキー項目（当該情報を一意に定めることのでき

る項目）が必ず情報に含まれることとし、変更のなかった項目（未設定の項目）については異

動年月日をキーとして直近の情報より未設定項目を充当する。 

  

データの充当例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異動年月日が２００１年４月２日の情報は、事業所台帳情報に存在する異動年月日２００１年

４月１日の情報を直前履歴として未設定項目のデータ充当を行う。異動年月日が２００１年１

１月１日の情報は、事業所台帳情報に存在する異動年月日２００１年１０月１日の情報を直前

履歴として未設定項目のデータ充当を行う。 異動年月日が２００１年１１月２日の情報は、

事業所異動連絡票情報に存在する異動年月日２００１年１１月１日の情報を直前履歴として

未設定項目のデータ充当を行う。 

 

データの充当を行わない項目とその条件 

項目 引き継がない条件 

事業再開年月日 ・ 事業開始年月日、事業休止年月日、事業再開年月日が設定されている状

態で新たに事業休止年月日が設定されている事業所異動連絡票が発生

した場合、直前履歴の事業再開年月日は引き継がない。 

指定更新申請中区

分 

・ 前履歴の指定有効開始年月日と当月指定有効期間開始年月日が異なる

場合は、前履歴の指定更新申請中区分を引き継がない。 

効力停止開始年月

日 

効力停止終了年月

日 

・ 効力停止開始年月日のみが設定されていて、且つ、直前履歴の効力停止

終了年月日が設定されていて、且つ、直前履歴の効力停止終了年月日＜

効力停止開始年月日の場合は、効力停止終了年月日を引き継がない。 

 

 

①異動年月日：2001/4/2 

 

②異動年月日：2001/11/1 

        

③異動年月日：2001/11/2 

事業所異動連絡票情報 

異動年月日：2001/4/1 

 

異動年月日：2001/10/1 

事業所台帳情報 

充当 

充当 

充当 
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１．２ インタフェース項目のチェック内容 
 
１．２．１ 記載内容の説明 
 （１） 表中の記号の意味 
    ① 項目妥当性チェック記号：以下の記号で表現される。 

 ◎：システム処理上、データの主キー（当該情報を一意に定める項目）、準キー（主キ

ーではないが変更できない項目）として扱われる項目に対する検査。 

該当項目についてエラーが検出された場合は、システムへの登録・更新は行わないこ

とを示す。 

 

 ○：システム処理上、データの主キー、準キーの何れとも扱われることがない項目に対

する検査。 
該当項目についてエラーが検出された場合であっても、システムへの登録・更新を行

うことを示す。 
 

    ② 項目間関連チェック記号：以下の記号で表現される。 
 ①～⑳：同一番号が付与された項目が同じ検査の対象となることを示す。 

 

 （２） 表中の他の記号及び注釈記号の意味 
注釈等、特に説明が必要なものに対する記号の付与。 
 ＊１～＊ｎ：特に、説明等が必要であるものについては当該記号を付与し、詳細を欄外

に記載する。 
 
 （３） 表中のチェック項目について 

特に、内容の説明が必要であると思われるチェック項目について以下に示す。 

０３：半角条件検査－該当項目の全ての値が半角文字であることを正しいとする検査項目。 

０４：全角条件検査－該当項目の全ての値が全角文字であることを正しいとする検査項目。 

０７：特殊検査－その他の特殊な検査。（詳細は欄外に記載） 
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１．２．２ 事業所異動連絡票情報（基本情報） 

連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日
付
妥
当
性
検
査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 
数

値

比

較

検

査 

日

付

比

較

検

査 

１ 交換情報識別番号  ◎     ◎    
  

２ 異動年月日 主キー ◎    ◎     
  

３ 異動区分コード 準キー ◎     ◎    
  

４ 異動事由  ○     ○    
  

５ 事業所番号 主キー ◎ ◎    ◎ *1 ◎ *4   
  

６ 事業所所在地市町村番号  ○ ○    ○*2    
  

７ 申請（開設者）者氏名（カナ）    ○       
  

８ 申請（開設者）者氏名（漢字）  ○   ○      
  

９ 申請（開設者）者郵便番号  ○ ○     ○*3   
  

１０ 申請（開設者）者住所（カナ）    ○       
  

１１ 申請（開設者）者住所（漢字）  ○   ○      
  

１２ 申請（開設者）者電話番号    ○       
  

１３ 申請（開設者）者ＦＡＸ番号    ○       
  

１４ 代表者氏名（カナ）    ○       
  

１５ 代表者氏名（漢字）  ○   ○      
  

１６ 代表者職名  ○   ○      
  

１７ 代表者郵便番号  ○ ○     ○*3   
  

１８ 代表者住所（カナ）    ○       
  

１９ 代表者住所（漢字）  ○   ○      
  

２０ 法人等種別コード  ○     ○    
  

２１ 指定／基準該当等 

事業所区分コード 

 ○     ○   ① 
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【補足説明】 

（１）項目別妥当性及び項目間関連検査に付された＊ｎの説明 

＊１：「事業所番号」の構成コードの検査 

事業所番号の上２桁が自県の都道府県コードと一致すること。 

＊ ２：「事業所所在地市町村番号」のコード検査 

「事業所所在地市町村番号」がシステムで管理する市町村コードと一致すること。 

＊ ３：「郵便番号」のフォーマット検査 

・７桁の数字であること。 

・「配達局番号（上３桁）」がＺＥＲＯではないこと。（「町域番号（下４桁）」はＺＥＲ

Ｏでも可） 

＊４：「事業所番号」のサービス情報との関連検査 

サービス事業所情報に当該事業所番号が存在すること。 

 

（２）項目間関連検査の説明 

①：「指定／基準該当等事業所区分コード」の関連検査 

都道府県から送付されたデータの場合、「指定／基準該当等事業所区分コード」は“１：

指定事業所”、“２：基準該当事業所”、“５：地域密着型事業所”、“６：混在型事業所Ⅰ”、 

“７：混在型事業所Ⅱ”、“８：総合事業事業所（経過措置）”、もしくは“９：総合事業事

業所”であること。 

上記以外の場合、「指定／基準該当等事業所区分コード」は“３：相当サービス事業所”

又は“４：その他”であること。 
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１．２．３ 事業所異動連絡票情報（サービス情報） 

連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 

日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

１ 交換情報識別番号  ◎     ◎       

２ 異動年月日 主キー ◎    ◎        

３ 異動区分コード 準キー ◎     ◎   ①②    

４ 異動事由  ○     ○       

５ 事業所番号 主キー ◎ ◎    ◎*1 ◎*7      

６ 管理者氏名（カナ）    ○          

７ 管理者氏名（漢字）  ○   ○         

８ 管理者郵便番号  ○ ○     ○*2      

９ 管理者住所（カナ）    ○          

１０ 管理者住所（漢字）  ○   ○         

１１ 事業所名称（カナ）    ○          

１２ 事業所名称（漢字）  ○   ○         

１３ 事業所郵便番号  ○ ○     ○*2      

１４ 事業所住所（カナ）    ○          

１５ 事業所住所（漢字）  ○   ○         

１６ 事業所電話番号  ○  ○          

１７ 事業所ＦＡＸ番号    ○          

１８ サービス種類コード 主キー ◎     ◎ ◎*8  ③④ 

⑤⑬ 

   

１９ 指定番号 主キー ◎  ◎          

２０ 事業開始年月日  ○    ○      ⑦  

２１ 事業休止年月日      ○      ⑦  

２２ 事業廃止年月日  ○*3    ○      ⑦  

２３ 事業再開年月日      ○    ⑧  ⑦  

２４ 施設等の区分コード          ③④ 

⑤ 

   

２５ 人員配置区分コード          ④    

２６ 特別地域加算の有無       ○   ⑤    加
除
第
１
１
号 
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

２７ 緊急時訪問看護加算（緊急時

対応加算）の有無 

      ○   ⑤    

２８ 特別管理体制       ○   ⑤    

２９ 機能訓練指導体制の有無       ○   ⑤    

３０ 食事提供体制の有無       ○   ⑤    

３１ 入浴介助加算       ○   ⑤    

３２ 特別入浴介助体制の有無       ○   ⑤    

３３ 常勤専従医師配置の有無       ○   ⑤    

３４ 医師の配置基準       ○   ⑤    

３５ 精神科医師定期的療養指導の

有無 

      ○   ⑤    

３６ 夜間勤務条件基準       ○   ⑤    

３７ 認知症専門棟の有無       ○   ⑤    

３８ 食事提供の状況       ○   ⑤    

３９ 送迎体制       ○   ⑤    

４０ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（総合ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設）の有無 

      ○   ⑤    

４１ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理学療

法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤    

４２ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理学療

法Ⅲ）の有無 

      ○   ⑤    

４３ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（作業療

法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤    

４４ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（精神科

作業療法）の有無 

      ○   ⑤    

４５ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（その他）

の有無 

      ○   ⑤    

４６ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算状況の有無       ○   ⑤    

４７ 療養環境基準       ○   ⑤    

４８ 医師の欠員による減算の状況

の有無 

      ○   ⑤    

４９ 看護職員の欠員による減算の

状況の有無 

      ○   ⑤    

５０ 理学療法士の欠員による減算

の状況の有無 

      ○   ⑤    

５１ 作業療法士の欠員による減算

の状況の有無 

      ○   ⑤    

５２ 介護職員の欠員による減算の

状況の有無 

      ○   ⑤    

５３ 介護支援専門員の欠員による

減算の状況の有無 

      ○   ⑤    

加
除
第
１
１
号 
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

５４ 介護従業者の欠員による減算

の状況の有無 

      ○   ⑤    

５５ 感染対策指導管理の有無       ○   ⑤    

５６ 重症皮膚潰瘍管理指導の有無       ○   ⑤    

５７ 薬剤管理指導の有無       ○   ⑤    

５８ 障害者生活支援体制の有無       ○   ⑤    

５９ 生活保護法による指定の有無       ○       

６０ 地域区分コード  ○     ○   ⑬    

６１ 基準該当・地域密着型・介護

予防・日常生活支援総合事業

登録保険者番号 

主キー  ◎    ◎*4   ⑥    

６２ 基準該当・地域密着型・介護

予防・日常生活支援総合事業

受領委任の有無 

 ○*5     ○   ⑥    

６３ 基準該当・地域密着型・介護

予防・日常生活支援総合事業

登録開始年月日 

 ○*5    ○    ⑥  ⑨  

６４ 基準該当・地域密着型・介護

予防・日常生活支援総合事業

登録終了年月日 

 ○*6    ○    ②⑥  ⑨  

６５ 時間延長サービス体制       ○   ⑤    

６６ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制       ○   ⑤    

６７ 居住費対策       ○   ⑤    

６８ 夜間ケアの有無       ○   ⑤    

６９ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化の有無       ○   ⑤    

７０ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（総

合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設）の有無 

      ○   ⑤    

７１ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理

学療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤    

７２ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理

学療法Ⅲ）の有無 

      ○   ⑤    

７３ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（作

業療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤    

７４ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（言

語聴覚療法Ⅰ）の有無 

      ○   ⑤    

７５ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（言

語聴覚療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤    

７６ 言語聴覚士の欠員による減算

の状況の有無 

      ○   ⑤    
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 

日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

７７ 栄養管理の評価       ○   ⑤    

７８ 社会福祉法人軽減事業実施の

有無 

      ○   ⑤    

７９ 特定事業所加算（訪問介護）

の有無（加算Ⅴ以外） 
      ○   ⑤   #1 

８０ 若年性認知症ケア体制の有無       ○   ⑤    

８１ 運動器機能向上体制の有無       ○   ⑤    

８２ 栄養マネジメント（改善）体

制の有無 
      ○   ⑤    

８３ 口腔機能向上加算       ○   ⑤    

８４ 事業所評価加算（申出）の有

無 
      ○   ⑤    

８５ 事業所評価加算（決定）の有

無 
      ○   ⑤    

８６ 緊急受入体制の有無       ○   ⑤    

８７ 夜間看護体制加算       ○   ⑤    

８８ 特定事業所加算（居宅介護支

援）の有無 
      ○   ⑤    

８９ 介護支援専門員数（専従の常

勤者） 

  ○       ⑩    

９０ 介護支援専門員数（専従の非

常勤者） 

  ○       ⑩    

９１ 介護支援専門員数（兼務の常

勤者） 

  ○       ⑩    

９２ 介護支援専門員数（兼務の非

常勤者） 

  ○       ⑩    

９３ 訪問介護サービス提供責任者

数 

  ○       ⑪    

９４ 訪問介護員数（専従の常勤者）   ○       ⑪    

９５ 訪問介護員数（専従の非常勤

者） 

  ○       ⑪    

９６ 訪問介護員数（兼務の常勤者）   ○       ⑪    

９７ 訪問介護員数（兼務の非常勤

者） 

  ○       ⑪    

９８ 訪問介護員数（常勤換算後の

人数） 

  ○       ⑪    

９９ 利用定員数   ○       ⑫    

100 指定有効開始年月日      ○        

101 指定有効終了年月日      ○        

102 指定更新申請中区分       ○       
加
除
第
１
１
号 
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

103 効力停止開始年月日      ○        

104 効力停止終了年月日      ○        

105 大規模事業所該当の有無       ○   ⑤    

106 準ユニットケア体制の有無       ○   ⑤    

107 重度化対応体制の有無       ○   ⑤    

108 医療連携体制加算Ⅰ       ○   ⑤    

109 ユニットケア体制の有無       ○   ⑤    

110 在宅・入所相互利用体制の有

無 
      ○   ⑤    

111 ターミナルケア体制（看取り

介護体制）の有無 
      ○   ⑤    

112 身体拘束廃止取組の有無       ○   ⑤    

113 小規模拠点集合体制の有無       ○   ⑤    

114 認知症ケア加算の有無       ○   ⑤    

115 個別機能訓練加算       ○   ⑤    

116 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理学療

法Ⅰ）の有無 
      ○   ⑤    

117 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理学療

法Ⅱ）の有無 
      ○   ⑤    

118 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（作業療

法）の有無 
      ○   ⑤    

119 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（言語聴

覚療法）の有無 
      ○   ⑤    

120 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（その他）

の有無 

      ○   ⑤    

121 設備基準       ○   ⑤    

122 療養体制維持特別加算       ○   ⑤    

123 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理）の有無 

      ○   ⑤    

124 ３級ヘルパー体制       ○   ⑤    

125 中山間地域等における小規模

事業所加算（地域に関する状

況） 

      ○   ⑤    

126 中山間地域等における小規模

事業所加算（規模に関する状

況） 

      ○   ⑤    

127 サービス提供体制強化加算       ○   ⑤   #1 

128 認知症短期集中リハビリテー

ション実施加算 

      ○   ⑤    
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

129 若年性認知症利用者（入所

者・患者）受入加算 

      ○   ⑤    

130 看護体制加算       ○   ⑤    

131 夜勤職員配置加算       ○   ⑤    

132 療養食加算       ○   ⑤    

133 日常生活継続支援加算       ○   ⑤   #1 

134 認知症専門ケア加算       ○   ⑤    

135 ２４時間通報対応加算       ○   ⑤    

136 看護職員配置加算       ○   ⑤    

137 夜間ケア加算       ○   ⑤    

138 集団コミュニケーション療法

の有無 

      ○   ⑤    

139 サービス提供体制強化加算

（併設型、空床型） 

      ○   ⑤   #1 

140 定期巡回・随時対応サービス

に関する状況 

      ○   ⑤    

141 サービス提供責任者体制の 

減算 

      ○   ⑤    

142 同一建物に居住する利用者の

減算の有無 

      ○   ⑤    

143 緊急短期入所体制確保加算       ○   ⑤    

144 在宅復帰・在宅療養支援機能

加算 

      ○   ⑤    

145 生活機能向上グループ活動加

算 

      ○   ⑤    

146 介護職員等処遇改善加算       ○   ⑤    

147 短期集中リハビリテーション

実施加算 

      ○   ⑤    

148 短期集中個別リハビリテーシ

ョン実施加算 

      ○   ⑤    

149 リハビリテーションマネジメ

ント加算 

      ○   ⑤    

150 移行支援加算       ○   ⑤    

151 生活相談員配置等加算       ○   ⑤    

152 個別機能訓練体制Ⅰ       ○   ⑤    

153 中重度者ケア体制加算       ○   ⑤    

154 個別送迎体制強化加算       ○   ⑤    

155 入浴介助体制強化加算       ○   ⑤    
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

156 個別機能訓練体制Ⅱ       ○   ⑤    

157 生活行為向上リハビリテーシ

ョン実施加算 

      ○   ⑤    

158 看護体制加算Ⅰ又はⅢ       ○   ⑤    

159 看護体制加算Ⅱ又はⅣ       ○   ⑤    

160 医療連携強化加算       ○   ⑤    

161 テクノロジーの導入（夜勤職

員配置加算関係） 

      ○   ⑤    

162 特定事業所集中減算       ○   ⑤    

163 食堂の有無       ○   ⑤    

164 重度認知症疾患療養体制加算       ○   ⑤    

165 入居継続支援加算       ○   ⑤   #1 

166 ターミナルケアマネジメント

加算 

      ○   ⑤    

167 認知症加算       ○   ⑤    

168 総合マネジメント体制強化加

算 

      ○   ⑤    

169 看護体制強化加算       ○   ⑤    

170 訪問看護体制強化加算       ○   ⑤    

171 看取り連携体制加算       ○   ⑤    

172 訪問体制強化加算       ○   ⑤    

173 夜間支援体制加算       ○   ⑤    

174 一体的サービス提供加算       ○   ⑤    

175 訪問看護体制減算       ○   ⑤    

176 配置医師緊急時対応加算       ○   ⑤    

177 褥瘡マネジメント加算       ○   ⑤    

178 移行定着支援加算       ○   ⑤    

179 共生型サービスの提供（居宅

介護事業所） 

      ○   ⑤    

180 共生型サービスの提供（重度

訪問介護事業所） 

      ○   ⑤    

181 共生型サービスの提供（生活

介護事業所） 

      ○   ⑤    

182 共生型サービスの提供（自立

訓練事業所） 

      ○   ⑤    
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 
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須

項

目
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数
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検
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角
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検

査 
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角

条

件
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日
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当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 
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目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

183 共生型サービスの提供（児童

発達支援事業所） 

      ○   ⑤    

184 共生型サービスの提供（放課

後等デイサービス事業所） 

      ○   ⑤    

185 生活機能向上連携加算       ○   ⑤    

186 ADL 維持等加算（申出）の有

無 

      ○   ⑤    

187 ADL維持等加算Ⅲ       ○   ⑤    

188 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算       ○   ⑤    

189 共生型サービスの提供（短期

入所事業所） 

      ○   ⑤    

190 療養環境基準（廊下）       ○   ⑤    

191 療養環境基準（療養室）       ○   ⑤    

192 特定事業所医療介護連携加算       ○   ⑤    

193 入院患者に関する基準       ○   ⑤    

194 事業所評価加算       ○   ⑤    

195 サテライト体制       ○   ⑤    

196 利用者の入院期間中の体制       ○   ⑤    

197 薬剤師の欠員による減算の状

況の有無 

      ○   ⑤    

198 療養体制維持特別加算Ⅰ       ○   ⑤    

199 療養体制維持特別加算Ⅱ       ○   ⑤    

200 看護体制加算Ⅰ       ○   ⑤    

201 看護体制加算Ⅱ       ○   ⑤    

202 介護職員等特定処遇改善加算       ○   ⑤    

203 LIFEへの登録 
      ○   ⑤    

204 

感染症又は災害の発生を理由

とする利用者数の減少が一定

以上生じている場合の対応 

      ○   ⑤    

205 個別機能訓練加算（通所） 
      ○   ⑤    

206 
栄養ケア・マネジメントの実

施の有無 

      ○   ⑤    

207 栄養マネジメント強化体制 
      ○   ⑤    

208 安全管理体制 
      ○   ⑤    

209 安全対策体制 
      ○   ⑤    
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連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 
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須

項

目

検

査 

数
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検

査 
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角

条

件

検

査 
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条
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日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

210 排せつ支援加算 
      ○   ⑤    

211 自立支援促進加算 
      ○   ⑤    

212 科学的介護推進体制加算 
      ○   ⑤    

213 

ケアプランデータ連携システ

ムの活用及び事務職員の配置

の体制 

      ○   ⑤    

214 
テクノロジーの導入（入居継

続支援加算関係） 

      ○   ⑤    

215 
テクノロジーの導入（日常生

活支援加算関係） 

      ○   ⑤    

216 リハビリ計画書情報加算 
      ○   ⑤    

217 移行計画の提出状況 
      ○   ⑤    

218 
介護職員等ベースアップ等支

援加算 

      ○   ⑤    

219 
３ユニットの事業所が夜勤職

員を２人以上とする場合 

      ○   ⑤    

220 特定事業所加算Ⅴ 
      ○   ⑤    

221 

併設本体施設における介護職

員等処遇改善加算Ⅰの届出状

況 

      ○   ⑤   #1 

222 医療連携体制加算Ⅱ 

      ○   ⑤    

223 
高齢者虐待防止措置実施の有

無 

      ○   ⑤    

224 口腔連携強化加算 

      ○   ⑤    

225 生産性向上推進体制加算 

      ○   ⑤    

226 
高齢者施設等感染対策向上加

算Ⅰ 

      ○   ⑤    

227 
高齢者施設等感染対策向上加

算Ⅱ 

      ○   ⑤    

228 認知症チームケア推進加算 

      ○   ⑤    

229 重度者ケア体制加算 

      ○   ⑤    

230 専門管理加算 

      ○   ⑤    



 

- １１－６ - 

連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 届出 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ ０１ 
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検

査 
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殊

検

査 

範

囲
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検
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値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

届

出

関

連

検

査 

231 遠隔死亡診断補助加算 

      ○   ⑤    

232 業務継続計画策定の有無 

      ○   ⑤    

233 
同一建物減算（同一敷地内建

物等に居住する者への提供） 

      ○   ⑤    

234 

同一建物減算（同一敷地内建

物等に居住する者への提供

（利用者50人以上）） 

      ○   ⑤    

235 

同一建物減算（同一敷地内建

物等に居住する者への提供割

合90％以上） 

      ○   ⑤    

236 

リハビリテーション・口腔・

栄養に係る計画の提出（理学

療法） 

      ○   ⑤    

237 

リハビリテーション・口腔・

栄養に係る計画の提出（作業

療法） 

      ○   ⑤    

238 

リハビリテーション・口腔・

栄養に係る計画の提出（言語

聴覚療法） 

      ○   ⑤    

239 

リハビリテーションマネジメ

ント加算に係る医師による説

明 

      ○   ⑤    

240 医療用麻薬持続注射療法加算 

      ○   ⑤    

241 在宅中心静脈栄養法加算 

      ○   ⑤    

242 室料相当額控除 

      ○   ⑤    
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【補足説明】 

 （１） 項目別妥当性及び項目関連検査に付された ＊ｎ の説明 
＊１：「事業所番号」の構成コードの検査 

事業所番号の上２桁が自県の都道府県コードと一致すること。 

＊２：「郵便番号」のフォーマット検査 

・７桁の数字であること。 

・「配達局番号（前３桁）」がＺＥＲＯではないこと。（「町域番号（後４桁）」はＺＥＲ

Ｏでも可） 

＊３：「事業廃止年月日」の条件付き必須項目検査 

「異動区分コード」が“３：終了”の場合のみ必須。 

＊４：「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録保険者番号」の条件付

き検査 

「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録保険者番号」がシステ

ムで管理する市町村コードと一致すること。 

＊５：「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録開始年月日」及び「基

準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業受領委任の有無」の条件付き必

須項目検査 

「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録保険者番号」が設定さ

れている場合のみ必須。（ただし、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事

業（経過措置）サービス、もしくは介護予防・日常生活支援総合事業サービスにおいて

は、「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録開始年月日」及び「基

準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業受領委任の有無」は未設定であ

ること） 

＊６：「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録終了年月日」の条件付

き必須項目検査 

「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録保険者番号」が設定さ

れている場合であって、かつ、「異動区分コード」が“３（終了）”の場合のみ必須。（た

だし、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業（経過措置）サービス、

もしくは介護予防・日常生活支援総合事業サービスの場合を除く） 

＊７：「事業所番号」の基本情報との関連検査 

基本事業所情報に当該事業所番号が存在すること。 
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＊８：「サービス種類コード」の基本情報との関連検査 

・サービス種類コードが地域密着型サービス（“３２：認知症対応型共同生活介護”を除

く）である場合は、基本事業所情報の「指定／基準該当等事業所区分コード」が“１：

指定事業所”、“２：基準該当事業所”、“４：その他”、“８：総合事業事業所（経過措置）”、

もしくは“９：総合事業事業所”でないこと。 

・サービス種類コードが介護（介護予防）サービスである場合は、基本事業所情報の「指

定／基準該当等事業所区分コード」が“５：地域密着型事業所”、“８：総合事業事業所

（経過措置）” 、もしくは“９：総合事業事業所”でないこと。 

・サービス種類コードが“３２：認知症対応型共同生活介護”である場合は、基本事業

所情報の「指定／基準該当等事業所区分コード」が “８：総合事業事業所（経過措置）” 、

もしくは“９：総合事業事業所”でないこと。

・サービス種類コードが介護予防・日常生活支援総合事業サービスの場合は、基本事業

所情報の「指定／基準該当等事業所区分コード」が“８：総合事業事業所（経過措置）”

でないこと。 

 



 

- １３ - 

 （２） 項目間関連検査の説明 
 ①：「事業休止年月日」及び「事業再開年月日」の条件付き未入力関連検査 

「異動区分コード」が“１（新規）”の場合に設定されていないこと。 

 ②：「事業廃止年月日」及び「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登

録終了年月日」の条件付き未入力関連検査 

「異動区分コード」が“１（新規）”又は“２（変更）”の場合に設定されていないこと。 

 ③：「施設等の区分コード」のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」と「施設等の区分コード」の組合せを検査する。 

 ④：「人員配置区分コード」のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」及び「施設等の区分コード」と「人員配置区分コード」の組合

せを検査する。 

 ⑤：上記以外の体制等状況のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」、「施設等の区分コード」及び「人員配置区分」と体制等状況項

目の組合せを検査する。 

 ⑥：「基準該当登録事業所」の場合の関連検査 

基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録保険者番号が設定されて

いる場合の関連項目の必須検査。 

 ⑦：「事業開始年月日」、「事業休止年月日」、「事業再開年月日」、「事業廃止年月日」の日付

が以下の関係であること。 

「事業開始年月日」＜「事業休止年月日」＜「事業再開年月日」＜「事業廃止年月日」 

 ⑧：「事業再開年月日」の条件付き入力関連検査 

「事業再開年月日」の設定は、前履歴若しくは当該履歴の「事業休止年月日」が設定され

ていること。 
 ⑨：「異動区分コード」が“３（終了）”の場合、「基準該当・地域密着型・介護予防・日常

生活支援総合事業登録開始年月日」と「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支

援総合事業登録終了年月日」が以下の関係であること。 

「基準該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録開始年月日」＜「基準

該当・地域密着型・介護予防・日常生活支援総合事業登録終了年月日」 

 ⑩：「介護支援専門員数（専従の常勤者）」、「介護支援専門員数（専従の非常勤者）」、「介護

支援専門員数（兼務の常勤者）」及び、「介護支援専門員数（兼務の非常勤者）」の条件付

き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“４３（居宅支援）”以外の場合に設定されていないこと。 

 ⑪：「訪問介護サービス提供責任者数」、「訪問介護員数（専従の常勤者）」、「訪問介護員数（専

従の非常勤者）」、「訪問介護員数（兼務の常勤者）」、「訪問介護員数（兼務の非常勤者）」

及び、「訪問介護員数（常勤換算後の人数）」の条件付き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“１１（訪問介護）”、“６１（介護予防訪問介護）” 、“Ａ１

（訪問型サービス（みなし））”、“Ａ２（訪問型サービス（独自））”、“Ａ３（訪問型サー

ビス（独自／定率））”、 “Ａ４（訪問型サービス（独自／定額））”以外の場合に設定さ

れていないこと。 
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 ⑫：「利用定員数」の条件付き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“２１（短期生活）”、“２２（短期老健）”、“２３（短期医療）”、

“３２（認知症型）”、“３３（特定施設）”、“５１（福祉施設）”、“５２（老健施設）”、“５

３（医療施設）”、“２４:予防短期生活”、“２５:予防短期老健”、“２６:予防短期医療”、

“３５:予防特定施設”、 “３６:地域密着特定施設”、“５４:地域密着福祉施設”、 “３

７：予防認知症型”、“３８：認知症型短期利用”、“３９：予防認知症型短期利用”、“２

７：特定施設入居者生活介護（短期利用型）”、“２８：地域密着型特定施設入居者生活介

護（短期利用型）”、“２Ａ：短期入所療養介護（介護医療院）”、“５５：介護医療院サー

ビス”、“２Ｂ：介護予防短期入所療養介護（介護医療院）”以外の場合に設定されていな

いこと。 

⑬：「地域区分コード」のコード組合せ検査 

サービス種類コードが介護予防・日常生活支援総合事業（経過措置）サービスである場

合は、「地域区コード」に“５（その他）”が設定されること。
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 （３） 届出関連検査の説明 
＃１：「体制等状況」のコード組み合わせ検査 

「介護職員等処遇改善加算」が“７ 加算Ⅰ”である場合、「特定事業所加算（訪問介

護）の有無（加算Ⅴ以外）」、「サービス提供体制強化加算」、「日常生活継続支援加算」、

「サービス提供体制強化加算（併設型、空床型）」、「入居継続支援加算」、「併設本体

施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況」の組み合わせ検査を行う。 

「サービス種類コード、施設等の区分コード、人員配置区分コード別 介護職員等処

遇改善加算Ⅰ届出関連検査表」を参照のこと。 
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サービス種類コード、施設等の区分コード、人員配置区分コード別 介護職員等処遇改善加算Ⅰ届

出関連検査表 

 

以下の「サービス種類コード」、「施設等の区分コード」、「人員配置区分コード」で「介護職員等

処遇改善加算」が“７ 加算Ⅰ”で届出された場合、「特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)」、「サービス提

供体制強化加算(Ⅰ)」、「サービス提供体制強化加算(Ⅱ)」、「併設本体施設における介護職員等処

遇改善加算Ⅰの届出状況(体制は「あり」)」、「サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又はロ」、「入居継

続支援加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）」、「日常生活継続支援加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)(体制は「あり」)」のいずれ

かが届出されていない場合、エラーとする。 

（○：入力必須、空欄：入力不可） 
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※１ 「施設等の区分コード」が“１（単独型）”及び“３（単独型ユニット型）”の場合は「サー

ビス提供体制強化加算（単独型）」を対象とし、「施設等の区分コード」が“２（併設型・空床

型）”及び“４（併設型・空床型ユニット型）”の場合は「サービス提供体制強化加算（併設型、

空床型）」を対象とする。 

※２ 「施設等の区分コード」が“１（Ⅰ型）”の場合は「サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（イの

場合）」及び「サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（イの場合）」を対象とし、「施設等の区分コー

ド」が“２（Ⅱ型）”の場合は「サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（ロの場合）」及び「サービ

ス提供体制強化加算（Ⅱ）（ロの場合）」を対象とする。 
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１．２．４ 事業所異動連絡票情報（介護支援専門員情報） 

連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 
数

値

比

較

検

査 

日

付

比

較

検

査 

１ 交換情報識別番号  ◎     ◎      

２ 異動年月日 主キー ◎    ◎       

３ 異動区分コード 準キー ◎     ◎   ①   

４ 異動事由  ○     ○      

５ 事業所番号 主キー ◎ ◎    ◎*1 ◎*2     

６ 介護支援専門員番号 主キー ◎ ◎          

７ 就労開始年月日  ○*3    ○      ② 

８ 就労終了年月日  ○*4 ○   ○      ② 

９ 資格有効終了年月日      ○       

１０ 主任ケアマネ資格の有無       ○      
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【補足説明】 

 （１） 項目別妥当性及び項目関連検査に付された ＊ｎ の説明 
＊１：「事業所番号」の構成コードの検査 

事業所番号の上２桁が自県の都道府県コードと一致すること。 

＊２：「事業所番号」のサービス情報との関連検査 

サービス事業所情報に当該事業所番号のサービス種類“４３:居宅介護支援”もしくは、

“４６:介護予防支援”が存在すること。 

＊３：「就労開始年月日」の条件付き必須項目検査 

「異動区分コード」が“１：新規”の場合のみ必須。 

＊４：「就労終了年月日」の条件付き必須項目検査 

「異動区分コード」が“３：終了”の場合のみ必須。 

 

 

 （２） 項目間関連検査の説明 
 ①：「就労終了年月日」の条件付き未入力関連検査 

「異動区分コード」が“１（新規）”又は“２（変更）”の場合に設定されていないこと。 

 ②：「就労開始年月日」、「就労終了年月日」の日付が以下の関係であること。 

「就労開始年月日」＜「就労終了年月日」 
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１．２．５ 事業所異動連絡票情報（処遇改善情報） 

連番 項目名 キー 

項目別妥当性 項目間関連 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日

付

妥

当

性

検

査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 
数

値

比

較

検

査 

日

付

比

較

検

査 

１ 交換情報識別番号  ◎     ◎      

２ 異動年月日 主キー ◎    ◎*2       

３ 異動区分コード 準キー ◎     ◎      

４ 異動事由  ○     ○      

５ 事業所番号 主キー ◎ ◎    ◎*1      

６ キャリアパス対応の状況       ○      

７ 交付条件予備項目１       ○      

８ 交付条件予備項目２       ○      

９ 交付条件予備項目３       ○      
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- １８ - 

【補足説明】 

 （１） 項目別妥当性及び項目関連検査に付された ＊ｎ の説明 
＊１：「事業所番号」の構成コードの検査 

事業所番号の上２桁が自県の都道府県コードと一致すること。 

＊２：「異動年月日」の日付妥当性検査 

異動年月日が２００９年９月３０日以前又は２０１２年４月１日以降でないこと。 
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